
 派遣審判員規程 改訂箇所 

条項 改訂前 改訂後 

第 1 条 

(一部追加) 

選手の心身の負担を考慮し、かつ大会運営の円滑化を図るため、

日本教職員バドミントン連盟（以下、本連盟とする）主催の全日

本教職員バドミントン選手権大会においては、敗者審判制を採用

せず、全試合に審判員を配置する。(以下略)  

 

選手の心身の負担を考慮し、かつ大会運営の円滑化を図るため、

日本教職員バドミントン連盟（以下、本連盟とする）主催の全日

本教職員バドミントン選手権大会においては、原則として敗者審

判制を採用せず、全試合に審判員を配置する。(以下略) 

 細則 

第 3 項 

(追加)  

競技会出場のプレーヤー、監督、コーチ等は、本規程の派遣審判

員の資格を有しない。 

 細則 

第４項 

(第 3 項を第 4 項に変更) 

派遣審判員の宿泊等補助金は以下のとおりとする。  

派遣審判のみ１名１泊につき１５,０００円（４泊を限度とする） 

 

派遣審判員の宿泊等補助金は以下のとおりとする。  

派遣審判のみ１名１泊につき１２,０００円（４泊を限度とする） 



附則 

(これまでのものに追加) 

成１１年４月１日施行 

平成１５年４月１日一部改正、施行 

平成２１年８月１１日一部改正、施行 

平成２２年８月４日一部改正、施行 

平成２７年８月１０日一部改正、施行 

令和元年８月１０日一部改正、施行 

 

 

平成１１年４月１日施行 

平成１５年４月１日一部改正、施行 

平成２１年８月１１日一部改正、施行 

平成２２年８月４日一部改正、施行 

平成２７年８月１０日一部改正、施行 

令和元年８月１０日一部改正、施行 

令和６年８月７日一部改正、施行 

 

 


